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本研究では大規模避難所の新しい運営手法のモデル構築を目指し,避 難所運営経験者を対象にヒアリング調査を行った。

その結果,避 難所生活者の人数規模別 ・時間経過によ り避難所の運営方法を捉える必要のあることが分かった。住民自治

の観点からは千人程度が分岐点 となり,そ れ以上では当初から住民自治での運営は難 しい。指定管理者の統括,災 害援助

専門の組織やNPO等 の支援が必要 となり,事 前のネットワーク構築が求められ る。一方,地 方 自治体は施設の被害,安 全

性を判断する役割があり,避 難者状況等に伴 う現場判断を吸い上げ,開 設を判断する意思決定力が問われることなどを明

らかにした。
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 This study aims to develop a new operating model especially for a large-scale shelter in the aftermath of a severe earthquake. 

Through interviews with practical operators in the past, operation system needs to be considered depend on both refugees' number and 

time series. It is difficult to set up to operate a large-scale shelter with more than 1,000 evacuees by mutual aid of local communities 

only. Under the designated manager's applicable control, the organizations or specialist's support of such a professional NPO are 

indispensable; which relationship between a local government and the organizations need to be built up in advance.
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る一万人規模の大規模避難所施設 に実際に適用すること

を目的として,避 難所施設の円滑な運営に資する新 しい

運営モデルの構築を検討す る。本報では熊本地震お よび

東 日本大震災における避難所運営経験者へのヒア リング

調査か ら,避 難所 の規模に応 じた地方 自治体・施設管理

者 ・地域住民による運営方法,避 難所開設の判断 と意思

決定,運 営者 とその支援者 との人的ネ ッ トワークの構築,

及び,大 規模避難所における運営主体のあり方について

考察す る。

1.2対 象 とす る ス ポ ー ツ施 設 の 概 要

対 象 は,大 規 模 公 園 敷 地 内 に建 設 中(2019年3月 竣 工

予 定)の 茨 城 県K市 の公 共 体 育 館 ・ス ポ ー ツ施 設 で あ る。

設 計,建 設,維 持 管 理 を一 括 して 発 注 す るPFI事 業 方 式

で あ る 。 災 害 時 に は 避 難 所 や 救 援 救 護 ス ペ ー ス な どの 防

災 拠 点 と な る こ とを 予 め想 定 して 整 備 を 進 め て お り,公

園 内 に は 備 蓄 倉 庫,貯 水 槽,防 災 トイ レ,か ま どベ ンチ

な ど の 防 災 機 能 を備 え て い る。 災 害 時 に は 一 時 避 難 者

10,000人(1㎡/人),中 長 期 避 難 者2,000人(2㎡/人)

の 収 容 を想 定 し た避 難 所 施 設 とな る。

敷 地 面 積 約29,000㎡(防 災 公 園 約19ha),建 築 面 積 約

13,500㎡,延 床 面 積19,000㎡ の 規 模 で,建 物 は 鉄 骨 造

地 上2階 ・地 下1階 建 て で あ る。 主 要 用 途 は 体 育 館(バ

ス ケ ッ トコ ー ト3面2,500席 の メ イ ン ア リー ナ,バ ス ケ

ッ トコ ー ト1面 の サ ブ ア リー ナ),競 泳 用 屋 内 プ ー ル(25m

×8コ ー ス),音 楽 ホ ー ル(観 客 席300席),店 舗 で あ り,

トレー ニ ン グ 室,会 議 室,研 修 室,和 室,カ フ ェ,展 示

コー ナ ー,キ ッ ズル ー ム,授 乳 室 な どの 諸 室 を 設 け て い

る(図1-1,図1-2)。 災 害 時 の施 設 転 用 が 計 画 され て お

り,公 園 側 に 大 き く開 い た 縁 側 空 間 「に ぎ わ い デ ッキ 」

は 施 設 内 外 か ら 出入 り可 能 で,こ れ に続 く 「コ ミュ ニ ケ

ー シ ョ ン コ リ ドー 」
,2階 の 「展 望 デ ッ キ」 と共 に,平 常

時 の 市 民 の憩 い の場 か ら災 害 時 の 避 難 者 受 け入 れ の 一 時

避 難 ス ペ ー ス,救 護 ス ペ ー ス とな る。 メ イ ン ア リー ナ,

サ ブ ア リー ナ お よ び観 覧 席 は 避 難 者 の居 住 ス ペ ー ス に,

音 楽 ホ ー ル は避 難 者 へ の 災 害 対 応 の 説 明 会 場 とな る 計 画

で あ る 。電 力 は72時 間稼 働 可 能 な 非 常 用 電 源 を備 え,上

水 受 水 槽 満 水 時 で 一 万 人 に42/人 ×3日 間 の飲 料 水 の 供

給 が 可 能 で あ り,生 活 用 水 は プ ー ル の水 を トイ レの洗 浄

水 へ 利 用 転 換 す る。

1.3調 査方法

一万人規模の大規模避難所施設 における運営モデル

を構築するにあたり,熊 本地震および東 日本大震災にお

ける避難所運営者,運 営団体へのヒアリング調査を実施

し,最 も混乱する開設判断時お よび初動期の運営状況 を

把握 した。

調査対象 とする避難所は,熊 本地震における御船町ス

ポーツセ ンター,益 城町総合体育館(い ずれも町営の総

合運動施設),熊 本市立砂取小学校(学 校施設),お よび

東 日本大震災におけるビッグパ レットふ くしま(産 業展

示場の複合型施設)の 計4ヶ 所である。各避難所の運営

に携わった施設管理者,行 政担当者,地 域住民など7者

へのヒアリング調査を2017年7月 ,11Hに 実施 した(表

1-1)。

表1-1避 難所運営に関する調査概要

調査対象
実施日 主な調査内容

施設 ・団体 など 所属 ・役職 など

1 益城町役場 都市建設課

2017年

7月

・施設の被害状 況

・避難所運営の 主体と

役割分担
・避難所の 開設

・難者の収容 ・受付 ・

人数把握
・生活ルール

・情報の伝達 ・共有
・避難者 による自治運営

トイ レ・水 ・食料 ・物資

の管理
・健康 ・衛生管理

・避難所の集約 ・閉所

・事前準備

・今後の課題

・避難所 および地域 の

特性
・その他

2 熊本市役所 危機管理防災総室 ・
経済観光局

3
熊本YMCA

御船 町スポーツセ ンター
所長

4
熊本YMCA

益城 町総合体育館
所長(当 時)

5
くまもと災害ボラ ンテ ィア

団体ネ ッ トワーク(KVOAD)
代表

2017年

7月

6
砂 取地区 自治会、

消防団

会長 ・事務局、

団長

7 ビッグパ レッ トふ くしま
県の依頼 による1ヶ 月

以降の運営支援者

2017年

11月

1.4過 去 の 大 地 震 に お け る 大 規 模 避 難 所 の 事 例

阪 神 ・淡 路 大 震 災 で は,神 戸 市 立 王 子 ス ポ ー ツ セ ン タ

ー で1
,000人 以 上 文6),神 戸 高 校 体 育 館 で650人 文7)と い

う記 録 が あ る。 新 潟 県 中越 地 震 で は,長 岡 市 立 南 中 学 校

(地 区 防 災 セ ン タ ー)で900人 文8)と い う事 例 が 見 られ

た。 東 日本 大 震 災 で は避 難 所 生 活 者 数 が1,000名 あ る い

は そ れ を越 え る よ うな 大 規 模 避 難 所(学 校 施 設 以 外)は,

ス ポ ー ツ施 設 と して 南 三 陸 町 総 合 体 育 館 ベ イ サ イ ドア リ

ー ナ で 約1
,500名 文9),気 仙 沼 市 総 合 体 育 館 ケ ー ・ウ ェー

ブ で 約1,600名 等 文10)が あ げ られ る。 ま た ス ポ ー ツ 施 設

で は な い が,郡 山 市 の ビ ッ グ パ レ ッ トふ く し ま は複 合 コ

ンベ ン シ ョ ン施 設 で あ り,最 大 で約2,500名 文11)を 収 容

した 。2016年 熊 本 地 震 で も益 城 町 総 合 体 育館 で は 最 大 約

2,000名 が 避 難 生 活 を過 ご した 。 同 じ く益 城 町 の グ ラ ン

メ ッセ 熊 本(産 業 展 示 場)も 町 の 指 定 避 難 所 で は な か っ

た が,4月20日 で6,000人 が避 難 す る大 規 模 避 難 所 とな

っ た(建 物 が4.月16日 の 地 震 被 害 を 受 け屋 外 に設 営)文12)。

グ ラ ン メ ッセ の数 に は 車 中泊 も含 まれ,最 大 約1万 人 文13)

とな っ て お り,熊 本 地 震 で は 車 中泊 も多 数 発 生 した 。

以 上 の よ うに,こ れ ま で の 大 規 模 避 難 所 に お い て も,

車 中 泊 を 除 き,避 難 者 数1万 人 とい う規 模 は ほ とん どな

い 規 模 で あ る と言 え る。

2.避 難 所 施 設 の 規 模 別 にみ る初 動 期 の 運 営 状 況

避 難 所 生 活 者 の ピ ー ク 時 の 人 数 規 模 に よ り,小 規 模

(250人 程 度),中 規 模(1,000人 程 度),大 規 模(2,000

～3
,000人 程 度)に 分 け て,ヒ ア リ ン グ調 査 に基 づ く初

動 期 の 運 営 状 況 を 示 す(表2-1)。 ま た 表 中 の 施 設 の 概 要
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表2-1避 難 所 施設の概 要 と避難所規 模別 にみ る初動期 の運営 状況

ピーク

時の避
難者数

避難所 施設の概要※
初動期の

避難者収容場所など

開設

期間

避難所と

運営者の
特徴

運営者と住民自治の

状況
運営に関わる状況

・町の判断でスペースを割り当て、YMCA、各班の中で調整した
・避難所責任者会議を行っていた

御船町

RC造 地上2階建

延床面積6,183㎡

指定避難所
でない

天井が落ち

・大きな判断は町が決定 した

が、現場での判断は施設管理

者が行いながら運営を担った

・全国YMCAか らの応援で経験あるスタッフに入ってもらった
・人数把握は、1週間頃に世帯人数の聞き取りを実施している
・2・3日後から、運営側は住民が自立することを意識 していた
・運営側が避難者の話を聞く・声かなどにより、手伝う雰囲気につながっ
た。例えば、 トイレの水 くみは、職員が行っていたが、大学生(避 難者)が

250人

程 度

スポー ツ
センター

アリーナ1,583㎡
温水プール25m

武道場

剣道場11xllm
柔道場 畳128枚

・廊 下、 トランス ホー

ル、会 議室 に避難

・1人1畳 弱 く らい

2016年

4/16～

10/31

て使えない

と判断した
が、町から

の要請で避

難所となる

施設管理者

主体

・施設管理者の働きかけ(声

掛けなど)に より、避難者が
手伝う雰囲気が生まれた

・6月～、外部の専門家

(NPO)の 支援で、自主運営へ

移行した

手伝ってくれた。炊き出しは、配 って回るのではなく、取りに来る方法を
とった
・3日間土足だったが、保健センターからのレ連絡によりロビーで靴を脱いで

もらうこととした
・レスキュース トックヤー ドの提案で、足湯を実施した
・精神面 ・健康面のケアが大変だった。当初は保健センター、その後医療

チームが1日2回見回りに来た
・6月の避難所集約時に、レスキュース トックヤー ドの支援を受け、自主運営

に向けたルール、6グループの班編成、班長 ・掃除 ・食事等の役割を運営側で
つくり、事前に説明会を実施した。町職員と説得もした

・住民の地域のネッ トワークが強く、消防団、NPO,若 い僧侶によるボラン

RC造 地上3階 建

・(4/14)車 、体育館

を含 め800人
2016年

指定避難所 ・住民を中心とする地域内で

ティアの炊き出し、中学生ボランティアによる物資整理、避難者も水運び、

トイレ掃除、食事運びなどを担当した
・自治会長9人 を中心に、民生委員、地域包括センターの人、町内の病院医1,000

人

程 度

砂取
小学校

2016年度17学 級

児童数258人

・(4/16)1 ,000人以
上。足の踏み場もない

状況で廊下を開放。通

路をつくる場所もな
かった

4/14～

5/6

つながりが

濃い地域

住民自治

のネットワークにより自主運

営がうまく行われた
・9町 内会長 ・民生委員など

班交代で運営にあたった

師 ・看護師(健 康体操)な ど、多様な人材が様々な役割を担った
・ペッ ト連れ、親子連れ、妊婦 ・障がい者、認知症の人の部屋を設けるな
ど、要配慮者への対策がとられた。また、在宅避難者への食事配給にも気づ

くなど、避難所が地域の防災拠点となっていたことがうかがえる
・町内ごとにスペース分けがなされるなど、町内や地元での共助体制がみら

れた

RC造 地上2階 建

延床面積8,680㎡

・メインアリーナ、サ
ブアリーナには入れる

のを控え、武道場、会

指定避難所

ではない

・YMCA10名+役 場数名、東京YMCA2人 、スタッフで運営 し、全国のYMCAへ応援
を要請しており、運営は施設管理者を中心とする外からの支援を重視してい

たことが分かる。トイレ掃除専用にボランティアセンターへ16～17人 の要請

益城町
総合
体育館

メインアリーナ

サブアリーナ
武道場

多目的室

会議室1、2
控え室1、2

議室 と廊下 に入れ た
・1人1畳 ぐらいのス

ペー ス しか なか った

(14日)
・15日 朝250人

16日 昼 すぎ1,000人 超

5月 末1,700～2,000人

2016年

4/16～

10/31

が、常駐の

管理者がい

る施設

施設管理者
主体

・施設管理者(YMCA)が 実質

的な運営を担ったが、町の判

断を確認しながらすすめた

・住民自治の気配はなかった

を行っている
・専門と人をつなぐ 「受援力」の重要性を実感 している

・運営スタッフで役割分担を行い運営体制を整え、運営者で2回/日ミーティ
ングを実施 しており、運営者間での情報共有を図っていた
・避難者は家族単位で管理しており、名簿を記入してもらい、公平な配給の

ために家族単位で食事券を配布 していた
・テン トの安全管理、要配慮者 トイレ・シャワー室管理などの問題があり、

施錠、防犯力メラ、名札などにより責任やセキュリティに配慮していた
2,000
～

3,000

人

規模

S+SRC+RC造

地上4階 地下1階建

(国際展示場、会議室施
設)

・1 、2、3階(通 路

も含めた場所)に 入

れ、4階 は壊滅的、広い
ホールも当初は入れな

【初動期】
・町が150人程度で運営した

が、司令塔がいなく、混乱し

ていた

【初動期】
・運営者間での情報共有ができていなかった

・地元ラジオ局とのネットワークにより、避難者への情報伝達手段を確保 し
た

かった ・住民は無気力な状況だった

多目的展示ホール5,495m

ビッグ

パレッ ト

ふ くしま

ホールA1,670㎡

B1,444㎡

C2,375㎡

小会議室160㎡
・(4/11)通 路50cmぐ

2011年

3/16～

8/31

地方自治体
主体 【1ケ月後～】

・県から派遣された社会教

【1ケ月後～】
・組織の見直しと改変により、運営者間で情報共有できる体制を構築した
・命を守るため、入居者の区画整理、避難経路の確保、フロアマップの作

262㎡ らいですれ違 うのが 育の専門職員が介入し、運 成、避難者名簿の作成、感染症患者の隔離、衛生的に悪い場所から移動を行

366㎡ やっとで、避難者が 営体制を再構築した い、基礎部分を整備した

中会議室A180㎡ びっしりだった ・住民自治への仕掛けづくり ・次の段階では自治活動への仕掛けづ くりとして、サロンや女性専用コー

B180㎡ により、自治が生まれた ナーなどの交流の場を創設し、さらに生活復興支援として男性参加を促すプ

研修室128㎡ ロジェク トなども展開した

レス トラン100席

※各施設概 要な どは下記 の公 開情報 に基づ く

益 城町総 合体育館:り んか い 日産建 設施工 実績(https:〃www.rnGc.co.」p/portfolio/268)、 ビッグパ レッ トふ く しま:(http:〃big-palette.jp/04charge/index2.html)

イ ト(http://www,gaccom.」p/schools-35028/students.html)、 御船 町スポー ツセ ンター:御 船町 スポー ツセ ンタ管理仕 様書

(http://portal.kumamotonet.ne.jp/town_mifune/life/upload/P1910303_1030_22_9600wku」.pdf)

な どに つ い て は,公 開1青報 に基 づ き補 足 した。

2.1小 ・中規模避難所の概要と避難所の運営

2.1.1御 船町スポーツセンター

当施設 は指定管理 を御船町スポーツセ ンター等管理

運営共同企業体3社 が担ってお り,そ の代表が公益財団

法人熊本YMCAで ある。前震時(2016年4月14日21時

26分)に 主要施設であるメインア リーナの天井破損の被

害を受 け,当 初は避難所 として使用の予定はなかった。

しかし16日 の本震時に隣接する指定避難所が天井落下

の被害を受けたことか ら,避 難者が移動 してきて運営が

開始 された。 ピーク時の避難所生活者数が258名 の小規

模な避難所である。

表2-1の 「運営者 と住民 自治の状況」欄 に示す ように,

大きな判断は町が行い,現 場の判断は施設管理者が行 う

とい う指定管理者主体型で運営を行った。また運営に関

わる状況については,全 国のYMCAか らの応援で経験ある

、砂取小学校:学 校教育情報サ

スタッフが入って運営 し,運 営側が早い時期か ら住民の

自立を意識 している。避難者の話を聞いた り声掛け した

りする働きかけにより,手 伝 う雰囲気が生まれ,後 に専

門家の支援 によ り自主運営へ と移行 していった。

こうした250人 程度の小規模 な避難所では指定管理者

主体型もしくは住民 自治型の運営が行いやすく,ど ちら

の方法も可能である。 さらに住民 自治への移行も運営主

体者 によってオペ レーシ ョンしやすい。特に運営主体者

が住民 自治を意識 しているかどうかで円滑な運営ができ

るかどうかが分かれる。 この点か ら主体者の適切な リー

ダーシップ,運 営知識が必要であることが分かる。

2.1.2熊 本市立砂取小学校

砂取小学校は町の指定避難所であ り,体 育館の天井落

下の被害がなかったこともあ り,校 長がす ぐに来て避難

所を開設 し避難者の受け入れを行った。前震時には,車

でグラン ドへの避難者,体 育館への避難者を含めて町内



のみで約800人,本 震時には運動場へ1,000人 以上が集

まっていた。

運営については,住 民側への調査によれば,自 治会長

9人 を中心に民生委員,地 域活動センター,医 師 ・看護

師,消 防団,中 学生な ど多様な人材が多様な役割を担 っ

て住民自治による避難所運営が行われた。ここでは地域

の人材か ら複数のリーダーが出現 し,役 割を割 り振 るた

めの人的ネ ッ トワークが機能 している。町ごとにスペー

ス分けがなされ,要 配慮者対策 もとられ るなど地域の防

災拠点となり,共 助体制がとられた。町内や校 区での祭

礼などを通 してつなが りが密 であったため,自 治体のカ

にあま り依存 しなかった ことが分かる。

以上より千人程度までの中規模避難所では,発 災前の

地域コミュニティがどのくらい成熟 しているか,地 域の

リーダーが どの程度育っているかにより避難所運営の成

否が分かれる。コミュニティの力が強い地域では,住 民

自治型運営が初期から機能する場合のあることが分かっ

た。

2.2大 規模避難所における運営方法

2.2.1益 城町総合体育館

益城町総合体育館 は敷地一帯が広域避難場所 になっ

ていたが,体 育館 自体は指定避難所ではなかった。 しか

し前震時か ら避難者が集まって来たため,指 定管理者で

あるYMCAに よる受け入れが始まった。ピーク時の避難所

生活者は,体 育館一帯の車中泊,テ ン ト村も含 め約2,000

人の大規模避難所である文12)。

運営については,益 城町の判断を確認 しなが ら,施 設

管理者が実質的な運営を担 った。 ここでも指定管理者が

全国のYMCAへ 応援を要請 して人材を確保 し,役割分担 を

行って運営体制を整 えた。災害時の運営方法について支

援を受 ける方式の採用により職員 も24時 間体制の運営

か ら交代制をとることができた。 こうした1,000人 を超

えるよ うな大規模避難所運営では,ア ドバイス ・実践の

できる専門的な人材 ・組織等の中間組織の支援が必要で

ある。

また住民 自治への働きかけを何度か行 ったが,自 治会

長が高齢だったことな どによりスピーディには動けず,

大規模避難所であるために住民 自治は構築 されなかった。

住民に役割を割 り振 るなどの試みは後から行われたこと

か ら,時 間経過 と共に後から住民自治を構築することも

あ りうる。

指定管理者が4月14日 前震後,建 物被害が軽い中で

町 と避難所開設を協議 し,メ インア リーナを使用 しない

ことを決定 した。16日 の本震 によって建物被害が発生,

施設管理者の適切な リスク判断によって避難者の人的被

害は未然に防がれた。特に初動期の避難所では人命を守

ることが主要な役割であることから,適 切な統括ができ

る運営主体が必要なこと,さ らに生命 にもかかわるため

に最終的な意思決定責任 を地方 自治体が避難所閉鎖 とい

う最後まで全 うすることが重要である。

2.2.2ビ ッグパ レッ トふ くしま

当施設は,東 日本大震災時に郡山市において避難所 と

なった。複合コンベンシ ョン施設であ り,延 床面積が益

城町総合体育館 と同程度である。指定避難所ではなかっ

たが,東 京電力福島第一原子力発電所から60km弱 に位置

し,警 戒準備 区域の富岡町 と川 内村か らの避難者を受け

入れ,一 時は2,500名 を収容する県内最大の模避難所 と

なった。

ここは行政主導型で町が開設 ・運営にあたったが,司

令塔がお らず混乱状態で,住 民は無気力な状態で住民 自

治は自発的には発生 していなかった。1ヶ 月後,県 か ら

派遣 された社会教育の専門職員が運営の立て直 しを図 り,

住民自治の体制を段階的にしかけつつ構築 した。 この時

地方自治体に専門家を送 り込んだ県の支援判断や,住 民

自治の構築に長けた外部専門家の存在が鍵になった。

3.避 難所開設の判断とその根拠

避難所では被災者の生命を守る役割があるため,二 次

被害を招 く恐れのある避難所の被害状況を把握 し,避 難

所の開設および避難者の受け入れ可否 の判断をまず行 う

必要がある。そこで,開 設当初の状況を把握できた熊本

地震の3事 例から,最 も混乱する発災直後での避難所開

設時の意思決定に焦点をあて,誰 がどう行ったかを把握

する(表3-1)。

3.1各 避難所の開設時の状況

3.1.1御 船町スポーツセ ンター

当施設は町営のスポーツ施設であ り,指 定避難所では

ない。前震時,施 設管理者は利用者の安全確認をして帰

ってもらった。また施設 を見て回 り,主 要施設であるア

リーナの天井が落下 していたため,避 難所 として使 えな

いと判断 した。 この時町は他の施設 を避難所として,当

施設は使わないとし,ま た避難者もなく,施 設を片付け

るため休館 としている。 しかし本震時(4E16日1時

25分)に は,避 難所 となっていたカルチャーセンターの

天井落下により町か ら避難者受け入れの要請 ・指示があ

り,避 難者が移って来た。ここで も施設管理者が避難者

の受け入れ にあた り,天井落下がない廊下や入 ロホール,

会議室へ避難者を入れた。

3.1.2砂 取小学校

当小学校 は指定避難所であ り,災 害時の運営は市 と学

校が行 うことになっていた。体育館が新築だったことか

ら,天 井パネルがな く落下の被害は発生 していない。

前震後に学校長がす ぐに来て,体 育館の被害状況に異



表3-1避 難 所施設 の概要 と安全確 認 および避 難者 受け入れ の状況

避難所 施設の被害 安全確認 ・避難所開設 ・避難者受け入れに関する状況

御船町
スポーツセ ンター

・余震で天井パネルが落下

・武道場の天井落下なし
・停電はすぐに復旧

水は出なかった

【前震後】
・利用者の安全を確認 し、帰ってもらった
・避難 してくる住民はいなかった

・アリーナの天井は余震で落ちてきていたので、(施 設管理者が)使 えないと判断した
・町でスポーツセンターは使わないと判断し、避難所にはならなかった
・施設の片付けがあるため休館とした

【本震後】
・武道場の天井は落ちなかった

・町からの要請があり待機し、教育委員会の方も来た
・役場からスポーツセンターへ移るように指示があり、避難者が入ってきた
・スポーツセンターの廊下、エン トランスホール、会議室に避難してもらった

砂取小学校

・体育館は新築で天井パネルがな

かったので落下なし
・停電はすぐに復旧

断水は1週間で復旧

【前震後】
・学校長が体育館の被害状況を点検し異常がないことを確認 し開設を決断し、教育委員会と自治会長に報告 した
・校長が直ぐに来て、体育館を解錠し、避難者が中に入った

【本震後】
・既に足の踏み場もない状況で校舎1階 の廊下を開放することにした

益城町総合
体育館

【前震】
・アリーナの天井パネルの一部が

落下

【本震】
・アリーナ天井パネルが崩落

・電源がほぼダウン

約3日後に復旧

【前震後】
・逃げ遅れ、ケガ人の確認をした
・避難者は夜のうちにやってきた
・自然に避難者が集まってきたので、一旦受け入れたところからスター トした
・(町 は)被 災直後の安全性の判断はできないため、 「自己責任で入ってください」と伝えた
・寒かったので、外で過ごさせる訳にはいかなかった。高齢の方もいた
・ 「避難してきたんですけど」と言われて、だめともいいとも言えない
・行政の人も来てもらって安全確認をして、武道場へ受け入れた
・メインアリーナ、サブアリーナにも入れてくれという要望もあったが、指定管理人と相談して入れるのは控えた
・迷ったのはアリーナで、前震で天井のパネルが落ちていた。自治体職員がア リーナを避難所に したらどうかと言っ

たが、管理者としての勘で危ないと思い、所長と電話で相談 して 「やめた方がいい」と言った。迷ったら止める方針
・天井の高くない部屋、会議室と廊下に入ってもらった
・武道場、ロビー、会議室を避難所として受け入れた
・1人1畳 ないくらいのスペースしかなかった

常がないことを確認 して避難所開設を決断 し,教 育委員

会および 自治会長へ報告を行っている。その後の運営は

自治会が中心に担ったが,安 全確認,開 設の判断,解 錠

の初動の判断な どは学校長が行った。

地域住 民は防災訓練通 りに本施設 へ避難 して来てお

り,受 け入れ を行った。本震時にはすでに足の踏み場 も

ない混雑状況であり,廊 下も開放 している。

3.1.3益 城町総合体育館

当施設は町営の運動施設であり指定避難所ではなか

ったが,前 震時(2016年4.月14日21時26分)に は

まだ利用者がお り,施 設管理者は発災直後に利用者を

外に出して安全確認 を行った。 この時には大きなケガ

人は出なかったが,そ の後天井落下があ り,生 死に直

結する建物使用判断を施設管理者 と地方 自治体とい う

運営側が担った。

同時に,施 設管理者が中心 とな り避難所開設にあた

った。避難者は集まってきてお り,夜 間で寒 く高齢者

もお り,外 で過 ごさせる訳 にはいかなかった。町の職

員も駆けつけて安全確認をしたが安全性の判断はでき

ず,自 己責任で避難所に入ってもらった。避難者か ら

は,主 要施設であるメインア リーナ,サ ブアリーナに

も入れてほしい との要望があがったが,天 井パネルの

一部が落下 していた。 自治体職員はアリーナを避難所

に したらどうか と言い,迷 ったが施設管理者が所長 と

電話で相談 して使用 しないと判断した。生命を優先 し

て危険を避け,天 井が高 くない部屋,会 議室 と廊下や

ロビーに入ってもらい,安 全確認後道場へ受 け入れた。

町が避難所開設などを決定 し,施 設管理者は施設の被害

状況 を判断し,利 用者および避難者施設の安全確保の役

割を担った。

3.2避 難所開設 ・避難者受け入れの判断とその根拠

上記の3避 難所 における避難所 開設および避難者受

け入れの判断 とその根拠が図3-1の ようにまとめられる。

避難所開設 については,避 難所 を使 う ・安全な場所を部

分的に使 う,避 難所を使わない ・危険な場所 を部分的に

憲饗 〆
儀糊灘騨 斧自鱗 難

よる判断 ・指示

図3-1避 難所 開設 ・避難者 受 け入 れの根 拠 と判 断



使わない とい う判断により対応 したことが分かる。その

判断根拠は3施 設だけで も図のように複数挙げ られた。

これ らは4要 因,① 物理的な条件,② 避難者の状況,③

気象 ・時間の条件,④ 町 と施設管理者による判断 ・指示

に集約できた。

まず①物理的な条件は,図3-1に 示す根拠の中では,

具体的には天井パネルの落下で主要室が使 えなかったこ

と,ま た片付 けが必要だったことが該当する。部分的に

使用 した場合でも,天 井落下を根拠 として安全な場所へ

避難者 を入れたことが明らかになった。発災直後には,

構造安全性の確認はできなかったことが分かる。

次に②避難者 の状況は,避 難所 として指定 されていな

い施設であっても,避 難者が避難 して来ていることに加

え,配 慮を必要 とす る高齢者がいることな どにより断れ

ない,追 い出せない状況 となった。特に施設管理者は現

場で避難者を受け入れざるを得ない場面,生 死に関わる

場面に直面 した。受 け入れ可否,施 設使用可否の選択の

余地がない状況下で対応に追われ ることとなった。

③気象 ・時間は,夜 間で寒いな どの悪条件が該当する。

これに②の避難者の条件が重なったことで,さ らに避難

者受け入れに急を要する事態を招いたことが分かった。

④の町 と施設管理者による判断 ・指示では,ス ポーツ

施設の場合 は町が避難所開設を判断 ・指示 し,小 学校で

は学校長が開設の判断を した。また施設管理者は勘で危

険性 を察知 し,危 険な場所を使わない判断を した。特に

開設時には生命の関わる判断が伴 うため,現 場が状況を

把握 した上で町が開設判断を正 しく行 えることが重要で

ある。町の職員が現場に行けない場合,発 災直後の躯体

の安全確認 は困難で,現 場 と相談 しつつ適切に判断する

ことが課題 となる。

4.避 難所の運営主体と支援者とのネ ッ トワーク

避難所は施設管理者,自 治体職員,地 域住民の三者が

運営に関わるが,千 人を超える大規模避難所の運営では,

初動期の住民主体には限界があ り,地 方 自治体 と指定管

理者の的確な判断が必要であることが分かった。一方,

大規模避難所運営では支援者が重要な役割を果たす。そ

こで,運 営に携わった三者およびボランティアを含む支

援者の人材および活動内容を把握 し,今 後の人材ネッ ト

ワーク構築に資する知見を得 る。

7者 へのヒア リング調査から,避 難所運営に関わった

人材および役割を抽出した。その結果,表4-1に 示すよ

うに運営関係者は多岐にわた り,行 政関係者,施 設管理

者,避 難者 ・住民,支 援者に大別す ることができる。

表4-1避 難所運 営に 関わ る人材 と役 割

運営主体 ・支援者 担った役割 調査元※ 運営主体 ・支援者 担った役割 調査元※

市町村

・避難所運営、避難所運営の総括・責任者
・判断・指示・意思決定
・情報把握

・ボランティア団体の受け入れ・相談窓口
・地元業者との交渉

1,2,4,7

2β,4.7

7

1.4

4.7

社会福祉

協議会
ボランティア

センター

・個人・福祉関係のボランティア受け入れ 窓口、

コーディネート
・NPOを束ねる役割

・市との連携

1.5

5

2

・罹災証明の申請・発行 24 ・火の国会開催 5
・避難者対応・トラブル対応 1.3 災害 [国・県・市 ・県社協・NPOな どの情報 共有の場を提供]
・トイレの詰まり解消 6 ボランティア ・避難所に合わせた支援団体のコーディネート 5.7

・福祉避難所、過密避難所対応 1 団体 [炊き出し、サロン、諸作業補助など]

行 ・施設の修復 1 ・避難所のアセスメントによるリアルタイムの情報把握 5

政 市町村の ・避難所の再編・閉鎖計画 1 支 ・行政ができないこと、言えないことの代弁 5

応援職員 ・テント村の運営

・避難所 ・テント村の避難者対応

・罹災証明発行の手伝い

4

1

7

援
者

災害支援プロの
NPOな ど

・地域のNPOボ ランティアの情報提供

・地域の情報収集

・物資提供

5

3

5

県

・避難所運営

・避難所運営の総括・責任者
7

3.7

(

N

(中間支援
団体)

・避難所集約時の自主運営ルールづくり支援

・避難スペース割り当ての原案づくり
3

3
・住民自治への仕掛けづくり 7

P
・足湯の提案 3

・衛生に関する助言 6

国
・大規模な仮設トイレ搬入・設置

・食料や水のプッシュ型支援
1
5

○

.

その他の

・外部とのネットワーク
、市との連携

・火の国会議の事務担当

・避難所アセスメント実施

2.7

5

5
・避難所運営・統括、車中泊の統括
・現場の判断
・施設利用者の安全確認

2.4

3

3.4

ボ

ラ

専門性 ・

得意分野のある
NPO

・個人ボランティアの窓 口

・全国の訪問ボランティアナースを束ねる役割

・ユニットハウスの設置

5

5

1
・施設の安全確認・判断、片付け 2,3.4 ン ・在宅支援者の情報伝達 5

施
設
管
理

指定管理者、

スタッフ

・避難者受け入れ ・誘導・受付・人数把握

・食事 ・物資・生活管理
、防犯

・衛生・医療・介護

・渉外 ・メディア対応、ボランティア対応注)
・館内レイアウト・避難スペース割り当て・施設管理

・避難所集約時の自主運営ルール作成・説明会

1.3

4

4

4

3.4
3

テ

イ

ア

な その他の

・水の運搬・炊き出し・お風 呂設置(自 衛隊)

・炊き出し(消防団、宗教団体)
・食料 ・物資支援(民 間企業、業者など)
・救護、衛生管理・健康管理(医 療・保健 系)
・要配慮者用トイレの調達 ・管理(介 護 ・福祉系)

1β,4.6

6

4.7

3、4,6,7

4

者 指定管理者の
応援職員など

・施設管理の諸作業
・支援者のコーディネート

3

4

ど

)

団体など ・ペットのケア・シャンプー(動 物愛護 ・ペット系)

・情報収集 情 報へのアクセス

(郵便局、情報システム専門)

4

1

・施設の被害状況の点検
、避難所開設の決断、施設 6 ・携帯電話当の充電 ・衛生電話(通 信系) 4

学校長 の開錠 ・仮設トイレ搬入 ・トイレくみとり(業者) 1
・災害備蓄倉庫の確認 6

3
学校職員 ・避難所運営の中心 2

専門家

・自主運営ルール作成(大 学研究者)

・間仕切りの提案(建 築家) 4

自治会、自治会
・避難所運営、ルール決め 2.6 ・罹災証の取得代行(行 政書士) 5

避
難
者

長 ・役 員 、

住民 リー ダー 、

民生 委 員など

・住民自治・共助の確立、担当決め
・避難者への声掛け・巡回
・受付

、人数確認、報告
・在宅避難者対応

、住民ネットワーク

6

6

6

1,6.7

個人の

ボランティア

・避難者への対応

・配膳
、物資運搬

・トイレの水運搬 ・トイレ掃除

・避難所運営

1

1

4

1.2

近隣自治会 ・炊き出し 5 ():実 施者例、[]:実 施内容例 を示す・

住
・自主運営(防 災ボランティア経験者)
・トイレの水運搬

、食事運び、食器洗い

1

3.6
※調査元は表1-1に 示す、1:益城町役場、2=熊本市役所、3:熊本YMGA御 船町スポーツセン

ター、4:熊本YMCA益 城町総合体育館5:〈まもと災害ボランティア団体ネットワーク(KVOAD),6:

民 避難者 ・掃除手伝い(子どもたち) 1 砂取地区自治会・消防団、7:ビッグパレットふくしま を示す
・物資整理・配布(保 護者

、小・中・高校生など) 6 注)補 足的に益城町総合体育館の初動期の運営者へ2018年3月 にヒアリング調査を実施した結果
・トイレの詰まり解消(中 ・高校生) 6 に基づく



4.1行 政関係者の役割

行政関係者では,市 区町村,県,国 が運営に関与 した。

ビッグパ レッ トふ くしまでは,当 初は町の職員が避難所

の統括 ・責任者 とな り運営にあたったが,不 慣れな業務

に疲弊 したため,1ヶ.月 後 に県が専門家を派遣 した。運

営組織の改編,情 報共有の体制構築,命 を守るため入居

者の区画整理 を行 うな ど,基 礎部分の再構築を図った。

一歩離れた県職員が市を支援 して
,運 営を軌道 に乗せ る

役割を担った。

4.2施 設管理者の役割

対象 とす る避難所施設は平常時の建物用途によ り施

設管理者が分かれる。スポーツ施設お よび国際展示場で

は指定管理者,小 学校では学校関係者が施設管理者 とな

ってお り,果 た した役割に違いがみ られ る。

指定避難所の小学校校長は,主 に初動の施設点検,開

設の決断,開 錠を行い,建 物を管理す る役割を担った。

一方スポーツ施設等の指定管理者は
,施 設の安全確認 ・

片付け,館 内レイアウ トなどの建物管理 に加え,実 質的

な運営主体 とな り現場の判断を要する統括にあたった。

特にごく初動期には,避 難者受け入れ,衛 生 ・医療 ・介

護など災害関連死に関わる問題に直面 し,メ ディアから

の問い合わせ ・ボランテ ィア希望者への対応,安 否確認

な ど予想外の対外対応に追われ,手 一杯 の状態であった。

これにより,す ぐに人手は必要だが初動期にはボランテ

ィアへの対応す ら運営への支障とな り,ノ ウハウある調

整者の確保が必要だった ことが分かる。す ぐに駆けつけ,

施設管理者 と同等に動ける人材,例 えば被災地支援経験

者など機動力あるスタッフ等 とのつなが りが必要である。

本調査では,施 設管理者がYMCAで あったため,全 国

の系列組織職員へ応援を要請 し,2日 後 には災害支援経

験のある応援職員が到着 した。また 日常の事業にあるキ

ャンプ指導の経験,ボ ランティアコーディネー ト,専 門

家をつな ぐ力,ボ ランテ ィアNPOの 受け入れ窓口立ち上

げなどの得意分野を持ってお り,こ うした管理者の特性

と系列の応援職員による支援が役立った。

4.3避 難者および地域住民の役割

初動期か ら自主運営が行われた砂取小学校では,自 治

会長 ・役員,住 民 リーダー,民 生委員など地域の中心的

な役割や福祉 を担 う住民が運営主体 となった。生活ルー

ル ・担当者決 め,避 難者への巡回 ・声かけ,受 付 ・人数

把握など,避 難所生活の一切を担 ったことが分かる。避

難所を拠点に在宅避難者へ食事や物資の配給を地域の班

長が行 うなど,自治会組織を活か した支援が特徴である。

避難者 の中には防災ボ ランテ ィア経験者や小中高生

な どの 子 ど も た ち もお り,ト イ レの 水 運 搬,掃 除,食 事

運 搬,物 資 整 理 ・配 布 な ど,生 活 に密 着 した役 目を果 た し

た。

4.4NPO,ボ ランティアなどの支援者が担 った役割

上述の運営主体三者以外では,外 部か らの団体や個人

のボランティア,NPOな どが直接 ・間接的に多様な支援

を行 った。 ここでは避難所の運営に直接関わった支援者

に関 して述べる。

4.4.1個 人のボランティアなどの役割

個人ボランテ ィアでは,専 門家お よび一般のボランテ

ィアが関わった。専門家には研究者,建 築家,司 法書士

がお り,災 害支援のプロと同様 に運営のア ドバイザー役

となった。一方,一 般のボランティアは,避 難者ボラン

テ ィア と同様に基本的な生活支援を担った。

4.4.2ボ ランティア団体の役割

個人ボランテ ィアばか りでな く,運 営を支援す る団体

が存在 した。災害支援プロのNPO,専 門性のあるNPOな

どである。

災害支援プロのNPOは,被 災支援経験を活用 した中間

的な支援を行った。具体的には,地 域NPOや ボランティ

アの情報提供,避 難所スペースづ くりの原案や 自主運営

ルール作成の支援,足 湯の提案 など,行 政ができない こ

とを安定期,集 約 ・閉鎖期まで支援 した。運営に不慣れ

な施設管理者や住民の助言役 となったこともあった。

専門性のあるNPOは,避 難所アセスメン ト調査,会 議

運営,ユ ニッ トハウス設置,地 域の情報伝達など技能を

活か し,主に地方 自治体の機能を補佐す る役割を担った。

その他の団体は,自 衛隊,宗 教団体,民 間企業や業者,

医療 ・保健・介護 ・福祉団体,動 物愛護団体などがある。飲

食・物資,救 護 ・衛生・福祉,通 信・ペ ッ ト対応な ど,避 難

所生活,災 害関連死防止に関わる支援を初期から行った。

4.5避 難所運営に関わった人材のネ ッ トワーク

以上の避難所運営に関わった人材が図4-1の よ うに整

理 される。

町の職員が意思決定者,施 設管理者が運営統括者 とな

る。住民 自治が困難な避難所では,特 に生活の リズムが

でき始めて住民による自主運営へ移行するまでの初期に

は,ノ ウハウがあ り避難所内で機動力ある人とつながっ

ておくことが求め られ る。調査からは,発 災直後の開設,

避難者受け入れは主に運営主体の三者が担い,後 に外部

からの支援者が入 ったが,事 前に必要な人材ネ ットワー

クを構築 してお くことが必要 となる。
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図4-1避 難所 の運営 主体 と支 援者

避難所生活者概
250人程度

避難 所生 活 者概

1,000人 程 度

避 難所 生活 者概 数

10,000人 程度
防災の専門知識
をもつ組織/NPO

図5-1規 模 ・時間 別にみ る意思 決定主体 ・統 括 ・住 民 自治

5.大 規模避難所運営のあり方について

5.1規 模 と時間軸か らみる大規模避難所運営

これまでみてきた避難所の運営状況 からは,運 営主

体 ・統括者 と住民 自治の関係 は,避 難所生活者の規模 と

時間軸の両面でみる必要がある(図5-1)。

住民自治の観点からは,避 難所生活者が約千人を超過

するよ うな避難所では,避 難所開設時 と初動期運営には

経験や ノウハ ウのある組織が統括 し始めることが重要で

あることが明らかになった。スポーツ施設のよ うな大規

模公共施設の場合,す でに業務を行っている指定管理者

が地方 自治体 と連携 しながら現場 を統括する方式をとる

ことが多かった。

これに対 して地方 自治体は,ど の規模の避難所におい

ても意思決定主体 として責任 を全 うすることが重要であ

る。また,指 定管理者は非常時の判断 ・運営の手法を有

していることが条件になるため,支 援者 ・組織 ・NPO等

の手を借 りなが らの運営が望まれ る。また大規模避難所

では,当 初から住民に運営 を任せ るのは難 しいことが明

らかになった。タイ ミングをみなが ら住民の参画を促 し,

住民 自治を構築 してい く運営方式に移行するなど,段 階

的な運営が望ま しい。

5.2時 間軸か らみる指定管理者施設における運営主体

K市 スポーツ施設 と同様 の指定管理者施設に絞って,

時間軸別にみた避難所運営の主体 を明らかにし,一 万人

規模の僻難所が備えるべき運営雫体のあ り方を検討す る.

幽 幽

施設
管理者

ゆ
施設
管理者

御船町 スポーツセンター

幽

調査対象は3カ 所(御 船町スポーツセンター,益 城町

総合体育館,ビ ッグパ レッ トふくしま)の 避難所運営に

携わった人物である。各事例を対象に,避 難所運営主体

の模式図を図5-2に 示す。御船町スポーツセンターでは

当初か ら自治体 と施設管理者が両輪 となってお り,支 援

者の参加により運営が さらに安定 した。益城町体育館で

は施設管理者 が主軸で運営を担ってお り,外 部支援者の

参画により危機的事態を脱することができた。ビッグパ

レットでは県が支援者 となって介入す ることにより住民

自治へ移行することができた。即ち,安 定的な運営には,

自治体の意思決定と3つ 以上のプ レイヤーによる三角形

の関係性構築が重要であると考えられ る。

以上より,公 共スポーツ施設の一万人規模の避難所を

円滑に運営する運営主体の関係性の図式を提案 した(図

5-3)。 地方 自治体は常に意思決定の主体 となる。平常時

は住民 と施設管理者 との関係構築に加 え,災 害時に備 え

た外部支援者 との関係性 を作ってお くことが重要である。

発災直後は地方 自治体 と施設管理者中心に運営を行 う必

要があるが,初 動収束期 に向けて早期 に支援者の参画が

重要であり,そ の後住民自治への移行が求められる。

御船町スポーツセ ンター ・益城町総合体育館 ともに,

事前に避難所 として指定されていなかったこともあ り,

施設管理者 との問で災害時の避難所運営に関わる契約,

及び災害時の運営マニュアルは設けられていなかった。

益城町では避難所開設の1ケ 月後に避難所運営に関わる

初動収束期

地方

自治体

施設
管理者

ゆ
施設
管理者

初動期 初動収束期

地方

自治体

施設
管理者

ゆ
施設
管理者

益城 町総合体 育館 ビッグパ レットふくしま

※円の色の濃さプレーヤーの相対的な重要度,※線の太さ関係性の相対的な強さ,※白抜き文字 意思決定の主体

図5-23つ の避 難所 にお ける運営 主体(意 思決定 ・統括 ・住 民 自治)の 変遷



※円の色の濃さ:プレーヤーの相対的な重要度,※線の太さ=関係性の相対的な強さ,※白抜き文字:意思決定の主体

図5-3大 規 模 避 難 所 の 運 営 主 体(意 思 決 定 ・統 括 ・住 民 自 治)と 各 フ ェ イ ズ に お け る 関 係 性

契約が締結 された。今後,大 規模公共スポーツ施設では

避難所指定の有無によらず,指 定管理者 との災害時の契

約を検討するとともに,平 常時から地方 自治体 ・施設管

理者(指 定管理者等)・外部支援者 ・住民との関係性を構

築 してお くことが必要である。

5.3新 しい避難所モデルの図式への展望

命を守 り,生 活の質を高め,復 興が早 くなるような避

難所を"新 しい避難所"と 定義 し,図5-4の よ うに,平

常期(発 災前),発 災直後期(初 動期 ・初動収束期),安 定

期,閉 所準備期のフェイズに分けて,避 難所施設に関わ

るプレイヤーとプ レイヤー同士の関係性(フ ォーメー シ

ョン),そ れぞれの時期で必要な要件 ・課題 とチェック項

目を 整 理 した 。 な お,災 害 後 の 時 期 ・フ ェ イ ズ の考 え方

に つ い て は 今 後,整 理 した 上 で 見 直 す 予 定 で あ る。

図5-4の 上 段(図5-3と 重 複)で は,運 営 プ レイ ヤ ー

と して,地 方 自治 体,施 設 管 理 者,住 民,支 援 者 の4者

が あ り,そ れ ぞ れ の フ ェ イ ズ で,運 営 に 関 わ るプ レイ ヤ

ー の 重 要 性 や プ レイ ヤ ー 間 の 関係 性 が 変 化 す る とい うこ

とを 示 して い る。

図5-4の 下 段 で は,平 常 期 に必 要 な要 件 と して,「 避

難 所 機 能 の 準 備 」 と 「コ ミ ュ ニ テ ィ の 育 成 」 が あ る 。 発

災 直 後 期 に 必 要 な 要 件 は,初 動 期 の 「命 を 守 るた め の 対

応 」と安 定 期 に 入 っ て か らの 「質 の 高 い 居 住 環 境 づ く り」

が あ る。ま た,「 コ ミュ ニ テ ィ の復 興 」 につ い て も 開 始 す

る必 要 が あ る。 安 定 期 に 入 っ て も直 後 期 の3つ の要 件 は

「新しい避難所(命 を守り、生活の質を高め、早く復帰できる避難所)モデル」(仮称)の ための図式

要件・課題

避難所機能の準備

課題リスト{1)

例〉
・意識啓発プログラムの充実
・楽しみを兼ねた訓練

・定期的な開催
・市一指定管理者一住民キーパーソンとの

連携強化

課題リスト(4-1}

例)
・イベント等を通じた住民の交流促進

・キーパーソンの育成

課題リスト(2}

例)
・ルール制定・周知
・衛生面(履き替え、
トイレ等)
・感染症予防
・生活不活性の防

止
・食事の栄養バラ

ンス配慮

※円の色の濃さプ レーヤーφ相対的姫 要度 ※線の太さ・関係性の欄 的な強さ,※白抜き文字・意思決定の主体

居住環境の質の向上

課題リスト(3}

例)
プライバシーの確保

女性の更衣室・トイレの配慮
食事スペースと寝床の分離
子どもの遊び場所・学習スペース確保
喫茶スペースの設置

行事・しつらえへの配慮

平
常
期

課題リスト{4-2}

例)
・住民主導型運営への円滑な移行
・仮設住宅へのコミュニティの継続性

チェック(アセスメント)項目
「

L

アセスメント項目①
(現状把握・意識啓発)

「

i

ご アセス,ント項目③

1(居 住環境の質向上に向けた課題把握)
、

ご アセス、ント項目④}

1(次 の段階に向けた鞘 状況の把握〉:
、

【

ム

レ

ス
な

遷

移

図5-4"新 しい避 難所"モ デ ルの図 式(案)



継 続 す るが,「 命 を 守 る た め の 対 応 」の 占 め る ウエ イ トは

低 下 し,「 質 の 高 い 居 住 環 境 づ く り」 「コ ミ ュ ニ テ ィ の 復

興 」の ウエ イ トが 高 ま っ て い く。閉所 準 備 期 につ い て も,

「質 の 高 い 居 住 環 境 づ く り」「コ ミュ ニ テ ィ の 復 興 」の ウ

エ イ トが 高 い 状 態 とな る。 図5-4で 例 示 し た 各 フ ェ イ ズ

の 課 題 リス トと最 下 段 の ア セ ス メ ン ト項 目に つ い て,今

後,具 体 化 して い く予 定 で あ る。

6.お わ りに

大規模避難所施設 の円滑な運営 に資す る実践的研究

の基礎 として,避 難所運営経験者へのヒア リング調査か

ら以下の知見を得た。

避難所生活者の人数規模 により,運 営統括者の状況,

住民 自治の成立 しやす さが異なることから,規 模別 ・時

間経過 とともに避難所の運営方法を捉える必要のあるこ

とが分かった。人数では,住 民 自治の観点から千人程度

が分岐点 となると考えられ る。それ以上多 くなると,指

定管理者のように住民ではない立場の統括 と,専 門知識

を有 した組織やNPO等 の支援を想定 した組織化が必要に

なる。また避難所生活者の規模によらず,住 民自治には

リーダーの存在が欠かせない。災害時に突然 リーダーシ

ップが機能す ることは難 しく,平 常時から地域 コミュニ

ティ ・施設 ・地方 自治体の連携が不可欠である。

運営者の役割については,発 災直後の初動期 には,施

設管理者が運営統括者 として不可欠であ り,施 設利用

者 ・避難者を束ねる役割を果たし,安 全確保 ・救命救護

に直結する現場の判断にあたる必要がある。

避難所の開設は,地 域防災計画により地方 自治体が行

うことになっている例が多く,本 調査では 自治体は避難

所開設時の安全を判断す る役割があった。避難所の規模

に関わらず,自 治体が避難者の生命に関わる施設の被害

状況を的確に判断す るため,気 象 ・時間な どに伴 う施設

管理者の現場での判断を適切に吸い上げ,開 設 を判断す

る意思決定力が問われる。

また特に大規模避難所では,当 初から住民自治による

運営は難 しく,時 期 をみなが ら住民 自治へ段階的に移行

するのが望ましい。初期にはノウハ ウがあり避難所内で

機動力ある人 と日常時か らつながっておくことが求めら

れる。防災の専門知識をもつ組織やNPOな ど必要な人材

ネ ットワークを早期に構築することが重要 となる。

さらに,指 定管理者に運営を委託 している大規模公共

スポーツ施設では,地 方 自治体 と指定管理者 との災害時

の契約 を検討するとともに,平 常時から地方 自治体 ・施

設管理者(指 定管理者等)・外部支援者 ・住民 との関係性

を構築 しておくことが必要である。

本研究の遂行に際 し,ヒ ア リング調査 に協力 してくだ

さった各氏に深謝す る。
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